
秋田市告示第301号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第171条第４項の規定に基づき、会

計管理者をして会計管理者の権限に属する事務のうち次表右欄に掲げるも

のについては、それぞれ当該左欄に掲げる課所室に所属する出納員および

現金取扱員に委任し、又は再委任させたので、同項の規定により告示する。

令和７年10月24日

秋田市長 沼 谷 純



課所室名 委任事務

佐竹史料館
　佐竹史料館、久保田城御隅櫓、旧黒澤家住宅および如斯亭庭園の観覧料の
収納に関する事務。佐竹史料館使用料の収納に関する事務。図録頒布等収入
および望遠鏡利用収入の収納に関する事務。釣銭の出納保管に関する事務


